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埼玉県公立高等学校入学者選抜方法の改善について 

 

 県教育委員会では、令和４年度に開催された入試改善検討会議の「埼玉県公立高等

学校入学者選抜方法の改善について（第１６次報告）」（令和５年３月）を受け、令

和５年度埼玉県公立高等学校入学者選抜方法改善協議会を開催し、具体的な改善策に

ついて検討しました。その後、県民コメントを経て、埼玉県公立高等学校入学者選抜

方法の改善について、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

１ 改善の主な内容 

（１）自己評価資料の提出、面接の実施 

   受検生の学校内外での活動や意欲等を自らの言葉で表現する自己評価資料の

提出を全ての受検生に求め、自己評価資料に基づき面接を実施する。 

    

（２）調査書の様式 

   中学校が作成する調査書の記載事項について整理する。 

  ・ １学年から３学年までの各教科の学習の記録（評定）の記載を基本とする。 

  ・ 各教科の学習の記録（評定）以外については、自己評価資料において、受検

生がこれまでの活動内容等について記載する。 

 

（３）選抜の特色化（共通選抜及び特色選抜） 

  【共通選抜】 

    全ての高等学校・学科・コースにおいて、学力検査、調査書、面接を資料と

して選抜する。 

  【特色選抜】 

    各高等学校は募集人員の一部を、学校・学科・コースの特色に応じて選抜す

ることができる。学力検査・調査書・面接に加え、特色検査（実技検査・小論
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文等）の実施や学力検査等の傾斜配点を行うことができる。 

 

２ 実施時期 

（１）新しい入学者選抜方法は、令和９年度入学者選抜（令和８年度末実施）から実

施する。 

（２）令和８年度入学者選抜（令和７年度末実施）については、現行の入学者選抜方

法の中で、新しい入学者選抜方法への移行期間として調査書の部活動に関する記

載を、「特別活動等の記録」欄から「『その他』の項目」欄への記載事項とする。

それに伴い、各高等学校の選抜基準の見直しも行う。 

 

３ その他 

  現在試行的に実施している電子出願の検証及び入学許可候補者のウェブ上によ 

 る発表の継続実施、その他、採点業務をはじめとした入試業務全般の見直し等を実

施する。 

 

４ 県民コメント（意見募集）の結果の公表について 

（１）意見件数及び意見の提出者数 

    １２２件（８７人） 

（２）意見の反映状況 

    Ａ 意見を反映し、案を修正したもの（０件） 

    Ｂ 既に案で対応済みのもの（９件） 

    Ｃ 案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの（６６件） 

    Ｄ 意見を反映できなかったもの（３４件） 

    Ｅ その他（１３件） 

 

５ 「埼玉県公立高等学校入学者選抜方法の改善について」及び「県民コメント（意

見募集）の結果」の入手方法 

  【埼玉県教育委員会ホームページ】 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/nyuushi-kaizen/kenminkomentokekka.html 
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  【窓口】 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課（第二庁舎４階）  

   令和６年１月４日（木曜日）以降、平日８時３０分から１７時１５分まで 

 

６ 問い合わせ先 

  〒330-9301   さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

  埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課   学びの改革担当 

   電話      048-830-6766(直通) 

   ファックス   048-830-4959 

   E-mail     a6760-03@pref.saitama.lg.jp 


